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令和４年石巻市議会第１回定例会提出議案一覧 

１ 条例議案（２３件） 

（１）第３号議案   石巻市総合計画推進会議条例 

＜制定理由＞ 

 第２次石巻市総合計画を計画的に推進するため、外部委員により構成する「石巻市総合計

画推進会議」を設置することから、本条例を制定するものです。 

＜制定内容＞ 

 石巻市総合計画推進会議の設置、所掌事務、組織、任期、会長及び副会長、会議及び委任

について規定する条例を制定するものです。 

 また、附則において、施行期日を規定するほか「石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略

推進会議条例」を廃止し、「石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例」の一部を改正し、別表において「石巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委

員」の項を削り、「石巻市総合計画推進会議委員」の報酬及び費用弁償について加えるもので

す。 

＜公布の日から施行＞ 

 

（２）第４号議案   石巻市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

＜制定理由＞ 

 令和４年度の組織・機構の見直しにおいて、市長部局にスポーツ部門を移管することに伴

い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第１項の規定により、教育に関する

事務のうち市長が管理し、及び執行する事務を定めるため、本条例を制定するものです。 

＜制定内容＞ 

  本則 

教育に関する事務のうち、学校における体育に関することを除き、スポーツに関す

る事務について、市長が管理し、及び執行することとするものです。 

  附則 

        施行期日及び経過措置を規定するほか、各体育施設の条例において、施設管理にお

ける使用許可の権限等について、教育委員会から市長に改める等、移管に伴う所要の

改正を行うものです。 

＜令和４年４月１日から施行。この条例の施行の際、教育委員会が行った処分その他の行為

で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に

対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては市長が管理し、及び執行すること

となる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、市長が行った処分

その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。＞ 
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（３）第５号議案   石巻市土地取得基金条例 

（４）第１４号議案  石巻市特別会計条例の一部を改正する条例 

＜制定・改正理由＞ 

 東日本大震災からの復興事業を推進するため、土地取得を迅速に進めることを目的に設置

した「石巻市震災復興土地基金」について、震災復興基本計画期間の終了に伴い、設置目的

を達成したことから、公共用地の先行取得に係る類似目的基金である「石巻市道路用地取得

基金」と整理統合し、新たに「石巻市土地取得基金条例」を制定するものです。 

 また、公共用地の先行取得事業の円滑化を図るため設置した「土地取得特別会計」につい

ては「石巻市土地取得基金」において代替することとし、当該会計の廃止により、事務の効

率化を図るため、「石巻市特別会計条例」の一部を改正するものです。 

＜内容＞ 

（石巻市土地取得基金条例） 

 基金の設置、基金の額、運用、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用及び委任について

規定するものです。 

 また、附則において、施行期日を規定するほか「石巻市道路用地取得基金条例」及び「石

巻市震災復興土地基金条例」の廃止並びに廃止に伴う経過措置を規定するものです。 

（石巻市特別会計条例の一部を改正する条例） 

本則 

    廃止する「土地取得特別会計」の号を削り、各号を繰り上げるものです。 

附則 

施行期日を規定するものです。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

（５）第６号議案   石巻市博物館協議会条例 

＜制定理由＞ 

石巻市博物館の運営に関し、博物館長の諮問に応ずるとともに、博物館長に対して意見を

述べるため、博物館法第２０条第１項の規定に基づき、「石巻市博物館協議会」を設置するた

め、本条例を制定するものです 

＜制定内容＞ 

 石巻市博物館協議会の設置、組織、任期、会長及び副会長、会議、部会及び委任について

規定する条例を制定するものです。 

 また、附則において、施行期日、会議の招集を規定するほか「石巻市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の一部を改正し、「石巻市博物館協議会委員」の

報酬及び費用弁償について、別表に加えるものです。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 
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（６）第７号議案  石巻市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する

条例 

＜制定理由＞ 

本市の豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備を設

置する事業との調和を図るために必要な事項を定め、自然環境及び生活環境に配慮した豊か

な地域社会の発展に寄与するため、本条例を制定するものです。 

＜制定内容＞ 

 目的、定義、基本理念、市の責務、事業者の責務、市民の責務、適用を受ける事業、抑制

区域、説明会の開催、協議、事業抑制の協議、事業終了の通知、工事に係る着手等の届出、

工事の確認、地位の承継、事業の終了等、報告及び立入調査、助言、指導又は勧告、公表及

び委任について規定するものです。 

 また、附則において施行期日及び適用区分を規定するものです。 

＜令和４年４月１日から施行。この条例の施行の日の前日までに、事業者から環境影響評価

法（平成９年法律第８１号）第６条第１項に規定する方法書及び要約書又は環境影響評価条

例（平成１０年宮城県条例第９号）第６条第１項に規定する第一種事業方法書及び第一種事

業要約書若しくは同条例第２６条第１項に規定する第二種事業方法書及び第二種事業要約書

が送付された事業については、この条例の規定は適用しない。ただし、事業者は、第３条の

基本理念を遵守するよう努めなければならない。また、この条例の第５条及び第９条から第

１９条までの規定は、この条例の施行の日から起算して１８０日を経過する日以後に着手す

る事業について適用する。＞ 

 

（７）第８号議案  石巻市被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金条例を廃止する

条例 

＜廃止理由＞ 

本市では、平成２６年度から「石巻市被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金」を

設置し、徴収した仮清算金を積み立て、清算金交付金等の財源の一部に充当しておりまし

たが、基金を財源とする清算金徴収交付事務が完了し、基金設置の目的が達成されたこと

から、本条例を廃止するものです。 

＜内容＞ 

石巻市被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金条例を廃止するものです。 

    ＜公布の日から施行＞ 

 

  



 

 
 

 - 4 - 

（８）第９号議案  石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例を廃止する条例 

＜廃止理由＞ 

本市では、東日本大震災により被災した市民の内陸部への移転先として、被災市街地復

興土地区画整理事業を活用した新市街地を形成するため、市が施行する土地区画整理事業

に必要な事項について、条例を制定し事業を行ってまいりましたが、新市街地全地区の被

災市街地復興土地区画整理事業が完了したことから、本条例を廃止するものです。 

＜内容＞ 

石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例を廃止するものです。 

    ＜公布の日から施行＞ 

 

（９）第１０号議案  石巻市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

石巻市行財政改革推進プラン２０２５等に基づき、「石巻市名振地区コミュニティセンタ

ー」について、指定管理者となっている地元の地縁団体「名振新生会」と協議を行い、同団

体に無償譲渡することで協議が調ったことから、当該施設を廃止するため、本条例の一部を

改正するものです。 

＜改正内容＞ 

  第１条及び別表 

    石巻市名振地区コミュニティセンターの項又は部を削るものです。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

（10）第１１号議案  石巻市震災遺構門脇小学校条例の一部を改正する条例 

（11）第１９号議案  石巻市複合文化施設条例の一部を改正する条例 

（12）第２２号議案  石巻市雄勝地域拠点エリア条例の一部を改正する条例 

（13）第２３号議案  石巻市牡鹿地域拠点エリア条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「石巻市震災遺構門脇小学校」、「石巻市博物館」、「雄勝硯伝統産業会館」及び「おしかホ

エールランド」の入館料（観覧料）は、個人及び団体の料金設定のみとなっていることから、

年間パスポートを導入し、更なる集客により、震災からの学びや教訓、本市の文化や歴史に

触れる機会の拡大を図るため、各条例の一部を改正するものです。 

 なお、各施設の年間パスポート料金については、通常料金の２．５回分を目途に設定して

おります。 

＜改正内容＞ 

（石巻市震災遺構門脇小学校条例の一部を改正する条例） 

 別表第１ 

    震災伝承施設入館料に、年間パスポートの料金及び有効期間を加えるものです。 

（石巻市複合文化施設条例の一部を改正する条例） 

  別表第３ 

    博物館観覧料に、年間パスポートの料金及び有効期間を加えるものです。 
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（石巻市雄勝地域拠点エリア条例の一部を改正する条例） 

  別表第２ 

    雄勝硯伝統産業会館観覧料に、年間パスポートの料金及び有効期間を加えるものです。 

（石巻市牡鹿地域拠点エリア条例の一部を改正する条例） 

  別表第２ 

   おしかホエールランド入館料に、年間パスポートの料金及び有効期間を加えるもの

です。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

（14）第１２号議案  石巻市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 令和３年８月に人事院が行った「国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての

意見の申出」において、国家公務員に係る「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために

講じる措置」が明らかにされ、当該措置のうち、非常勤職員の育児休業・介護休暇等の取得

要件の緩和及び職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等については、

令和４年４月１日施行予定とされていることから、本市においても国家公務員の取扱いに準

じることとし、本条例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

第２条及び第１７条 

育児休業をすることができない職員及び部分休業をすることができない職員におい

て、１年以上の在職期間要件を廃止し、継続的な勤務が見込まれる非常勤職員につい

ては、任用当初から休業できるよう、条文を改めるものです。 

  第２１条、第２２条及び第２３条 

    妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等を「第２１条」として、

勤務環境の整備に関する措置を「第２２条」として新たに追加し、これら規定の追加

に伴う条の繰り下げを行うものです。 

  附則 

    施行期日を規定するものです。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 
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（15）第１３号議案  石巻市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 本市では、平成１７年４月の合併以降、課や室等の所属内の体制については、旧石巻市の

例により係や班を置かず、グループ制を敷き、各種事務事業を遂行してまいりましたが、職

員の担当業務に対する責任の明確化により、チェック機能及び人材育成機能の向上を図り、

組織全体として適正な事務処理を確実に実行することを目指すため、本年４月から係制に移

行することとし、本条例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

  第５条第３項及び別表第４ 

地方公務員法第２５条第３項第２号の規定に合わせ「級別職務分類表」を「等級別

基準職務表」に改めるなど、文言の整理を行うものです。 

  別表第４ 

    行政職給料表級別職務分類表において、３級の項中「主査」を「係長」に改めるも

のです。 

  附則 

    施行期日を規定するものです。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

（16）第１５号議案  石巻市行政財産の用途又は目的外使用に係る使用料に関する条例

及び石巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を

改正する条例 

＜改正理由＞ 

 地方公共団体から国等に対する寄附金等の取扱いについては、各地方公共団体の自主的な

判断により、行政財産について使用料の減免、無償・減額貸付等や普通財産について譲与、

減額譲渡、無償・減額貸付等が可能とされております。 

本市においては、国に対しこれらの取扱いを可能としておりませんでしたが、復興事業等

で市が取得した国名義にすべき財産や、市が受益者となる国施行事業における市名義の事業

用地について、その取扱いを可能とすることにより、権利関係や管理区分について適切な整

理が図られ、円滑な事業の施行に資することから、各条例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

〇第１条  石巻市行政財産の用途又は目的外使用に係る使用料に関する条例の一部改正 

  第４条第１号 

使用料の減免において、国を減免対象に加えるものです。 

〇第２条  石巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正 

  第２条 

改正後の他の条文にあわせ、文言の整理を行うものです。 

第３条、第４条 

    普通財産の譲与又は減額譲渡及び普通財産の無償貸付又は減額貸付において、国を

対象に加えるものです。 
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〇附則 

  施行期日及び経過措置を規定するものです。 

＜公布の日から施行。この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。＞ 

 

（17）第１６号議案  石巻市手数料条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 長期優良住宅に係る認定手続きの合理化や災害への配慮等を目的とした新たな基準が示さ

れた「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律等の一部を改正する法律」が令和３年５月２８日に公布されたことに伴い、長期優良

住宅認定申請に係る手数料の見直しを行うため、本条例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

  第２条の２第１項及び第３項 

    法改正に伴い、引用条項等を改めるものです。 

  第２条の２第１項第１号別表及び第２号別表 

    新築住宅、既存住宅に係る長期優良住宅認定申請手数料を改めるものです。 

  第２条の２第３項第１号別表及び第２号別表 

    既に長期優良住宅の認定を受けた新築住宅、既存住宅の増改築が伴わない計画変更

認定申請手数料を定めるものです。 

  第２条の２第４項 

    第４項を第５項とし、既に長期優良住宅の認定を受けた新築住宅、既存住宅の増改

築が伴う計画変更認定申請手数料に関する規定を新たに第４項として加えるものです。 

  第２条の２第６項 

    分譲住宅事業者のみの長期優良住宅認定申請で譲受人が決定したことによる変更申

請手数料について定めた規定を第６項として加えるものです。 

  第２条の２第７項 

    長期優良住宅認定に基づく地位を承継する場合に必要な承認申請手数料について定

めた規定を第７項として加えるものです。 

  第２条の２第８項 

    長期優良住宅に係る容積率特例制度の新設に伴う許可申請手数料について定めた規

定を第８項として加えるものです。 

  附則 

    施行期日を規定するものです。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 
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（18）第１７号議案  石巻市立学校設置条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 令和元年１１月に策定した「石巻市立小・中学校学区再編計画」に基づく東浜小学校、荻

浜中学校の統合について、児童・生徒の保護者及び地区住民に統合に係る説明会等を開催し、

令和４年度を以て両校を閉校し、それぞれ万石浦小学校と万石浦中学校へ統合することにつ

いて、協議が調ったことから、本条例の一部を改正するものです。 

 また、併せて、湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴い、湊中学校の位置を変更

するものです。 

＜改正内容＞ 

  第３条の表 

    「石巻市立東浜小学校」の項を削るものです。 

  第４条の表 

    「石巻市立湊中学校」の位置を「石巻市湊東一丁目１３番地１」に改め、「石巻市立

荻浜中学校」の項を削るものです。 

  附則 

    施行期日を規定するものです。 

＜令和５年４月１日から施行。ただし、第４条の表石巻市立湊中学校の位置の改正規定は、

令和４年３月１９日から施行＞ 

 

（19）第１８号議案  石巻市学校給食センター条例及び石巻市湊地区コミュニティ広場

条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴い「石巻市東学校給食センター」及び「石

巻市湊地区コミュニティ広場」の位置を変更するため、関係する条例の一部を改正するもの

です。 

＜改正内容＞ 

〇第１条  石巻市学校給食センター条例の一部改正 

  第２条の表 

    「石巻市東学校給食センター」の位置を「石巻市湊東三丁目１番地」に改めるもの

です。 

〇第２条  石巻市湊地区コミュニティ広場条例の一部改正 

  第１条 

    「石巻市湊地区コミュニティ広場」の位置を「石巻市湊東一丁目１５番」に改める

ものです。 

〇附則 

  施行期日を規定するものです。 

＜令和４年３月１９日から施行＞ 

 

 



 

 
 

 - 9 - 

（20）第２０号議案  石巻市営運動場条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 地域住民のスポーツ活動の場として活用されている「飯野体育研修センター」については、

教育委員会規則により利用管理に関する事項を定めておりましたが、令和４年度からの市長

部局へのスポーツ部門の移管に伴い、他施設との管理等の統一性を図る必要があることから、

同施設を条例に加えるとともに、スポーツ部門の移管に伴い、使用許可の権限等を改めるた

め、本条例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

  第３条の表 

    「飯野体育研修センター」の名称及び位置を加えるものです。 

第４条、第５条及び第７条 

  使用の許可、使用許可の制限及び使用許可の取消し等において、教育委員会を市長

に改めるものです。 

第８条 

  「飯野体育研修センター」の使用料は無料とする規定を加えるものです。 

第１１条 

  委任において、条文の整理を行うものです。 

附則 

  施行期日を規定するものです。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 

 

（21）第２１号議案  石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

石巻市行財政改革推進プラン２０２５等に基づき「石巻市後谷地老人憩の家」について、

指定管理者となっている地元自治会と協議を行い、地元地縁団体として新たに設立された「後

谷地自治会」に無償譲渡することで協議が調ったことから、当該施設を廃止するため、本条

例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

  別表第１ 

    「石巻市後谷地老人憩の家」の項を削るものです。 

  附則 

    施行期日を規定するものです。 

＜令和４年４月１日から施行＞ 
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（22）第２４号議案  石巻市営住宅条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴い、市営住宅等の位置を変更するほか、石

巻市営住宅等の用途廃止に伴う入居者移転計画により入居者の移転が完了した住宅の用途廃

止を行うため、本条例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

〇第１条  石巻市営住宅条例の一部改正 

  別表第１の１及び第１の２ 

    石巻市営大門町復興住宅、同住宅集会所、同住宅駐車場の位置を次のとおり改める

ものです。 

名称 改正 現行 

石巻市営大門町復興住宅 
石巻市湊東一丁目 

石巻市湊東三丁目 

石巻市明神町一丁目 

石巻市明神町二丁目 

石巻市大門町二丁目 

石巻市営大門町復興住宅集会所 石巻市湊東一丁目 

石巻市湊東三丁目 

石巻市明神町二丁目 

石巻市大門町二丁目 石巻市営大門町復興住宅駐車場 

 

〇第２条  石巻市営住宅条例の一部改正 

  別表第１の１ 

    「石巻市営上井内住宅」、「石巻市営須江小竹住宅」及び「石巻市営須江糠塚住宅」

の項を削るものです。 

  附則 

    施行期日を規定するものです。 

＜第１条の規定は令和４年３月１９日から、第２条の規定は令和４年４月１日から施行＞ 
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（23）第２５号議案  石巻市消防団条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 全国的な消防団員の減少を踏まえ、消防庁において必要な対策を検討した結果、年額報酬

及び出勤報酬の基準の策定、報酬等の団員個人への直接支給の徹底、消防団運営費の適切な

計上などが消防団員の処遇の改善に向け取り組むべき事項とされ、これらを踏まえた団員の

処遇改善について積極的な取組を行うよう通知されたことから、消防団員の年報酬や出動報

酬の基準等の見直しを行い、本市消防団員の処遇改善を図るため、本条例の一部を改正する

ものです。 

＜改正内容＞ 

  消防団員の報酬及び費用弁償について次表のとおり改めるものです。 

【年報酬】 

階級 改正 現行 消防庁推奨額 

団長 120,000 円 136,000 円 82,500 円 

副団長（地区団長） 92,400 円 106,000 円 69,000 円 

副団長（地区副団長） 69,600 円 77,000 円 69,000 円 

分団長 51,600 円 51,500 円 50,500 円 

副分団長 45,600 円 39,800 円 45,500 円 

部長 40,800 円 32,100 円 37,000 円 

班長 38,400 円 26,500 円 37,000 円 

団員 36,600 円 22,400 円 36,500 円 

【出動報酬等】 

（改正） 

項目 金額 備考 

火災、自

然災害等 

1 日（8 時間以上） 8,000 円 新設（消防庁推奨額） 

5 時間以上 5,000 円 新設 

2 時間以上 5 時間未満 3,000 円 変更なし 

2 時間未満 

※地震、風水害を除く 
2,000 円 新設 

演習、出初式 3,000 円 変更なし 

捜索（勤務 5 時間未満） 3,000 円 変更なし 

派遣、外部会議、訓練、予防活動等 2,000 円 新設 

内部会議、研修、機械器具点検等 1,000 円 新設 

誤報 1,000 円 新設 

（現行） 

項目 金額 

出場報酬 1 回につき 3,000 円 

機械器具点検 1 回につき 1,700 円 

＜令和４年４月１日から施行＞ 
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２ 予算議案（１０件） 

（１）第１号議案 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

（令和３年度石巻市一般会計補正予算） 

（２）第２号議案 専決処分の報告並びにその承認を求めることについて 

（令和３年度石巻市一般会計補正予算） 

（３）第２６号議案 令和４年度石巻市一般会計予算 

（４）第２７号議案 令和４年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計予算 

（５）第２８号議案 令和４年度石巻市市街地開発事業特別会計予算 

（６）第２９号議案 令和４年度石巻市国民健康保険事業特別会計予算 

（７）第３０号議案 令和４年度石巻市後期高齢者医療特別会計予算 

（８）第３１号議案 令和４年度石巻市介護保険事業特別会計予算 

（９）第３２号議案 令和４年度石巻市病院事業会計予算 

（10）第３３号議案 令和４年度石巻市下水道事業会計予算 

 

 

 

３ 条例外議案（２２件） 

（１）第３４号議案  財産の無償譲渡について 

（２）第３５号議案  財産の無償譲渡について 

＜内  容＞ 

 石巻市名振地区コミュニティセンター及び石巻市後谷地老人憩の家は、現在、地区住民を

中心として組織する地元自治会等が指定管理者となっておりますが、石巻市行財政改革推進

プラン２０２５等に基づき、無償譲渡することで協議が調ったことから、それぞれの施設を

地元自治会等に無償譲渡することについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づ

き、議会の議決を求めるものです。 

議案番号 譲渡財産・面積等 譲渡の相手方 

第３４号 譲渡財産  建物（石巻市名振地区コミュニテ

ィセンター、その他附帯設備及び

備品一式） 

所在地   石巻市雄勝町名振字東４５番地１ 

延床面積  ３７１．４０平方メートル 

構造    鉄骨造平屋建て 

評価額   １４,２５１,０００円相当額 

石巻市雄勝町名振字東１

２番地１３ 

名振新生会 

会長 髙 橋 守 次 

第３５号 譲渡財産  建物（石巻市後谷地老人憩の家、

その他附帯設備及び備品一式） 

所在地   石巻市小船越字舟形２２番地１ 

延床面積  １３４．９８平方メートル 

構造    木造平屋建て 

評価額   ９６０，０００円相当額 

石巻市小船越字舟形２０

番地３ 

後谷地自治会 

代表者 芳 賀 茂 吉 
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（３）第３６号議案  財産の無償貸付けについて 

＜内  容＞ 

 今年度末をもって廃止を予定している「石巻市復興まちづくり情報交流館中央館」につい

て、街づくり振興を図る法人より、まちなかの住民交流及び街づくり振興のための情報発信

施設として使用したい旨の申し出があり、その利活用の用途が街のにぎわいを創出する交流

施設として活用され、地域活性化に資することから、同施設を無償貸付けすることについ

て、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議決を求めるものです。 

・貸付財産      建物 

・所在地       石巻市中央二丁目８番１１号 

・延床面積      １３６．７１平方メートル 

・構造        軽量鉄骨造平屋建て 

・貸付けの目的    住民交流及び街づくり振興のための情報発信施設 

・貸付期間      令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

・貸付けの相手先   石巻市中瀬２番７号 

           株式会社 街づくりまんぼう 

           代表取締役社長 木 村   仁 

 

（４）第３７号議案  工事委託に関する協定の締結について 

（石巻市公共下水道雨水排水ポンプ場施設の復興事業に係る建設工

事委託に関する協定（その１）） 

＜内  容＞ 

 石巻市雨水排水基本計画に基づく排水ポンプ場及び雨水管渠施設の整備における、「石巻中

央排水区」幹線管渠並びに「不動沢排水区」及び「井内第二排水区」の排水ポンプ場施設の

地盤改良工等について、日本下水道事業団に委託する協定を締結するに当たり、石巻市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の

議決を求めるものです。 

・協定名     石巻市公共下水道雨水排水ポンプ場施設の復興事業に係る建設工事委託

に関する協定（その１） 

・協定額     金１，４４３，３３４，３９０円 

・完成期限    令和５年３月３１日まで 

・協定の相手方  東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

         日本下水道事業団 

         理事長 森 岡 泰 裕 
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（５）第３８号議案  工事委託に関する年度協定の締結について 

           （仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪蛇田線こ線橋新設工事の施行

に関する令和４年度協定） 

＜内  容＞ 

 令和元年度に東日本旅客鉄道株式会社と締結した「仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪蛇

田線こ線橋新設工事の施行に関する協定書」に基づき、仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪

蛇田線こ線橋の整備促進を図るため、令和４年度における年度協定を締結するに当たり、石

巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、

議会の議決を求めるものです。 

・協定名     仙石線陸前山下・石巻間外１線七窪蛇田線こ線橋新設工事の施行に関す

る令和４年度協定 

・年度協定額   金９００，６５８，０００円 

・協定の相手方  仙台市青葉区五橋一丁目１番１号 

         東日本旅客鉄道株式会社 

         東北工事事務所長 鬼 柳 雄 一 

 

 

（６）第３９号議案  工事請負契約の一部を変更する契約の締結について 

           （釜大街道線道路新設（その５）工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市大街道東三丁目地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    変更前 金１３０，３２７，３３７円 

         変更後 金１８８，８１２，８００円 

・契約の相手方  石巻市大街道北三丁目７番２７号 

新東総業株式会社 

代表取締役社長 新 田 秀 悦 
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（７）第４０号議案  工事請負契約の一部を変更する契約の締結について 

           （釜大街道線道路新設（その６）工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市大街道東二丁目地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    変更前 金１１８，３９６，４３０円 

         変更後 金１７５，５６６，６００円 

・契約の相手方  石巻市新成三丁目１番地５ 

株式会社堀内建設 

代表取締役 堀 内   徹 

 

 

（８）第４１号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （山崎馬鞍線（馬鞍工区）橋梁新設工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 遠 藤 正 樹  

・契約金額    変更前 金２６５，２４２，１８６円 

        変更後 金３０８，９７５，７００円 

 

 

（９）第４２号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （東中瀬橋橋梁下部工新設工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 山 田 史 郎 

・契約金額    変更前 金２２１，８６６，７００円 

        変更後 金２４９，６５９，３００円 

 

 

  

・請負者     石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 

・請負者     石巻市末広町３番９号 

石巻建設株式会社 
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（10）第４３号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （針岡地区排水ポンプ設備設置工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     大崎市古川駅東一丁目５番１１号 

株式会社ヤマト東北支店 

支店長 木 暮   篤 

・契約金額    変更前 金３０２，２５３，６００円 

        変更後 金３０８，７８５，４００円 

 

 

（11）第４４号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （蛇田新橋橋梁架替（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道西二丁目１番９８号 

株式会社倉元建設東北本部 

本部長 倉 元 孝 輔 

・契約金額    変更前 金５５３，５３４，３００円 

        変更後 金５７３，５１４，７００円 

 

 

（12）第４５号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （石巻工業港運河線道路新設及び橋梁上部工新設工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 

代表取締役 遠 藤 正 樹 

・契約金額    変更前 金６２５，４３１，４００円 

        変更後 金９６５，７９８，９００円 

 

 

（13）第４６号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （釜大街道線道路新設（その３）工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 遠 藤 正 樹 

・契約金額    変更前 金２００，２００，０００円 

        変更後 金３３０，２５６，３００円 

 

・請負者     石巻市大街道南二丁目９番１３号 

遠藤興業株式会社 
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（14）第４７号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （網小医院屋内退避施設改修工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市恵み野三丁目１番地２ 

株式会社丸本組 

代表取締役 佐 藤 昌 良 

・契約金額    変更前 金４５２，８７０，０００円 

        変更後 金４５７，４９０，０００円 

 

 

（15）第４８号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （新明治橋橋梁災害復旧（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     仙台市青葉区春日町１０番１２号 

矢田工業株式会社仙台支店 

支店長 石 塚   周 

・契約金額    変更前 金６７９，２５０，０００円 

        変更後 金７０２，６６２，４００円 

 

 

（16）第４９号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （本地橋橋梁災害復旧（その２）工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市大街道西二丁目１番９８号 

株式会社倉元建設東北本部 

本部長 倉 元 孝 輔 

・契約金額    変更前 金８４７，７２９，３００円 

        変更後 金９２４，６３２，５００円 

 

 

（17）第５０号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （吉浜橋橋梁災害復旧工事） 

＜内  容＞ 

・請負者     石巻市三ツ股四丁目３番１号 

株式会社グリーンシェルター石巻支店 

支店長 我 妻 昭 一 

・契約金額    変更前 金８０２，９３９，５００円 

        変更後 金９３２，０２２，３００円 
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（18）第５１号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造（その４）工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役社長 新 田 秀 悦 

・契約金額    変更前 金１６１，９４１，９０６円 

        変更後 金１９９，２７９，３００円 

 

 

（19）第５２号議案  字の区域を変更することについて 

＜内  容＞ 

 石巻市北上地区で施行された、農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）北上

地区の工事完了に伴い、事業区域内の石巻市北上町橋浦字上大須ほか２９の字の一部又は全

部の区域を、工事完了後の土地の形状に合わせて変更することについて、地方自治法第２６

０条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 

 

  

・請負者     石巻市大街道北三丁目７番２７号 

新東総業株式会社 
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（20）第５３号議案  市道路線の認定について 

（21）第５４号議案  市道路線の廃止について 

（22）第５５号議案  市道路線の変更について 

  ＜内  容＞ 

 市道路線の認定、廃止及び変更の内訳 

区別 内 容 路線数 延長（ｍ） 

認定 

国の事業によるもの 

・旧北上川河口部改修事業 （石巻地区） 

 

３路線 

 

１，０１９．７５ 

県の事業によるもの 

・県道石巻女川線の旧道移管によるもの 

・主要地方道石巻鮎川線復興道路事業完了に

伴う旧道移管（石巻地区） 

 

１２路線 

２路線 

 

 

５，８５３．３９ 

５６５．２０ 

 

市の事業によるもの 

・漁業集落防災機能強化事業（雄勝地区） 

・漁業集落防災機能強化事業（北上地区） 

 

２路線 

５路線 

 

１６３．３０ 

２，６４４．５０ 

計 ２４路線 １０，２４６．１４ 

廃止 

国の事業によるもの 

・旧北上川河口部改修事業 （石巻地区） 

 

２路線 

 

△２８３．１７ 

県の事業によるもの 

・河川災害復旧事業    （北上地区） 

 

１路線 

 

△６１．６０ 

市の事業によるもの 

・湊西、湊東地区被災市街地復興土地区画整理

事業 

・漁業集落防災機能強化事業（雄勝地区） 

・漁業集落防災機能強化事業（北上地区） 

 

４路線 

 

８路線 

５路線 

 

△１，２９３．３８ 

 

△１，２５１．１０ 

△２，１７５．２０ 

計 ２０路線 △５，０６４．４５ 

変更 

県の事業によるもの 

・河川災害復旧事業    （北上地区） 

 

１路線 

 

１０５．６０ 

市の事業によるもの 

・湊北、湊西、湊東地区被災市街地復興土地区

画整理事業 

・漁業集落防災機能強化事業（北上地区） 

・路線見直し       （河北地区） 

 

２路線 

 

１路線 

１路線 

 

△５７６．２３ 

 

△１３０．４０ 

△５４６．３０ 

計 ５路線 △１，１４７．３３ 
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令和４年石巻市議会第１回定例会追加提出議案一覧 

 

１ 条例議案（１件） 

（１）第５６号議案  石巻市かわまち交流拠点条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

中央二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴い「かわまち交流センター」、「かわ

まち立体駐車場」、「かわまちバス駐車場」及び「かわまち交通広場」の位置を変更するた

め、条例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

  第２条の表 

各施設の位置を次のとおり改めるものです。 

名称 改正 現行 

石巻市かわまち交流センター 石巻市中央二丁目１１番１２号 石巻市中央二丁目１１番２１ 

石巻市かわまち立体駐車場 石巻市中央二丁目６番 石巻市中央二丁目１１４番２ 

石巻市かわまちバス駐車場 石巻市中央二丁目３０３番 石巻市中央二丁目１１４番２ 

石巻市かわまち交通広場 石巻市中央二丁目３０９番 石巻市中央二丁目１番１ 

＜令和４年３月１９日から施行＞ 

 

２ 予算議案（１１件） 

（１）第５７号議案  令和３年度石巻市一般会計補正予算（第１０号） 

（２）第５８号議案  令和３年度石巻市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

（３）第５９号議案  令和３年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算（第

２号） 

（４）第６０号議案  令和３年度石巻市市街地開発事業特別会計補正予算（第４号） 

（５）第６１号議案  令和３年度石巻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

（６）第６２号議案  令和３年度石巻市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

（７）第６３号議案  令和３年度石巻市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

（８）第６４号議案  令和３年度石巻市病院事業会計補正予算（第２号） 

（９）第６５号議案  令和３年度石巻市下水道事業会計補正予算（第４号） 

（10）第６６号議案  令和４年度石巻市一般会計補正予算（第１号） 

（11）第６７号議案  令和４年度石巻市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

（その１） 
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３ 条例外議案（３件） 

（１）第６８号議案  工事請負の契約締結について 

           （（仮称）河北地区統合保育所建設工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市小船越字後２２３番２ 

・契約の方法   制限付き一般競争入札（総合評価方式） 

・契約金額    金３７４，０００，０００円 

・契約の相手方  石巻市清水町二丁目３番３号 

若生工業株式会社 

代表取締役 若 生 保 彦 

 

 

（２）第６９号議案  工事請負の契約締結について 

           （（仮称）雄勝地区多目的広場ほか整備工事） 

＜内  容＞ 

・工事場所    石巻市雄勝町雄勝字寺ほか地内 

・契約の方法   制限付き一般競争入札 

・契約金額    金３３５，０１７，６５０円 

・契約の相手方  石巻市恵み野六丁目２番地１２ 

二ツ山建設株式会社 

代表取締役 大 槻 勝 男 

 

 

（３）第７０号議案  工事請負契約の一部変更について 

           （釜大街道線道路新設（その２）工事） 

＜内  容＞ 

代表取締役 土 井 博 道 

・契約金額    変更前 金３２４，９３６，７００円 

        変更後 金３６１，２１６，９００円 

 

  

・請負者     石巻市蛇田字新下前沼１５６番地の１０ 

黒須産業株式会社 
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令和４年石巻市議会第１回定例会追加提出議案一覧 

 

１ 条例議案（１件） 

（１）第７１号議案  石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 「蛇田地区放課後児童クラブ」においては、利用申請者数が定員を超過していることか

ら、一部の児童は交通量の多い道路を経由し、児童クラブへの通所を行っており、また、

「鹿又地区放課後児童クラブ」においては待機児童が発生していることから、これらの地区

の放課後児童クラブの事業運営を令和４年度から民間へ委託し、通所時における児童の安全

の確保及び待機児童の解消を図るため、本条例の一部を改正するものです。 

＜改正内容＞ 

  別表 

蛇田地区第三及び第四放課後児童クラブ並びに鹿又地区第一放課後児童クラブの位

置を改めるほか、蛇田地区第五、第六及び第七放課後児童クラブの名称及び位置を加

えるものです。 

附則 

施行期日及び準備行為を規定するものです。 

 

【変更内容】 

〇蛇田地区放課後児童クラブ 

 令和４年度～ 現行 

運営方法 民間委託 直営 

開設場所 

第一：変更なし 

第二：変更なし 

第三～第七：蛇田字新丸井戸２８番

地１ 

第一：蛇田字上中埣９７番地１ 

第二：蛇田字上中埣６２番地２ 

第三、第四：丸井戸二丁目２番６号 

定員 

第一～第七：各４０人 

 

合計   ：２８０人 

第一   ：７０人 

第二～第四：各５０人 

合計   ：２２０人 

 

〇鹿又地区放課後児童クラブ 

 令和４年度～ 現行 

運営方法 民間委託 直営 

開設場所 
第一：鹿又字八幡前１５番地 

第二：変更なし 

第一、第二：鹿又字矢袋屋敷合３１

番地 

定員 

第一、第二：各５０人 

 

合計   ：１００人 

第一   ：３０人 

第二   ：５０人 

合計   ：８０人 

（その２） 
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＜令和４年４月１日から施行。ただし、事業の委託その他必要な準備行為は、この条例の施

行の日前においても行うことができる。＞ 

 

 

２ 予算議案（２件） 

（１）第７２号議案  令和４年度石巻市一般会計補正予算（第２号） 

（２）第７３号議案  令和４年度石巻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

３ 条例外議案（１件） 

（１）第７４号議案  人権擁護委員候補者を推薦するにつき意見を求めることについて 

＜理  由＞ 

 人権擁護委員の阿
あ

 部
べ

 慶
けい

 吾
ご

 氏、鈴
すず

 木
き

 みどり 氏、大
おお

 國
くに

 龍
りゅう

 笙
しょう

 氏、 

阿
あ

 部
べ

 清
きよ

 隆
たか

 氏、佐々木
さ さ き

 慶一郎
けいいちろう

 氏、佐
さ

 藤
とう

 静
しず

 夫
お

 氏が、本年６月３０日をもって

任期満了となりますことから、その後任候補者の推薦について、仙台法務局長から依頼があ

り、慎重に選考してまいりましたが、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通じ、人権

擁護に関して理解のある阿
あ

 部
べ

 慶
けい

 吾
ご

 氏、鈴
すず

 木
き

 みどり 氏、阿
あ

 部
べ

 清
きよ

 隆
たか

 氏を引

き続き、村
むら

 上
かみ

 伸
しん

 介
すけ

 氏、佐々木
さ さ き

 美智子
み ち こ

 氏を新たな候補者として推薦いたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものです。  

 

 

４ 議会案（１件） 

（１）議会案第１号  ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に強く抗議する決議 

＜内  容＞ 

 現在行われているロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、国際社会への平和と安全を著

しく損なう行為として、断じて容認することができない暴挙である。 

ましてや核兵器の使用を示唆し威嚇するなどは言語道断であり、唯一の被爆国である我が国

としては絶対これを許すことはできない。 

 このような軍事力を背景とした一方的な現状変更への試みは、明白な国際法並びに国連憲

章に違反した行為であり、国際秩序の根幹を揺るがすもので、断じて看過できない。 

 ここに石巻市議会は、ロシアに対し一連のウクライナへの軍事侵攻に厳重に抗議するもの

である。 

また、日本政府においては、現地在留邦人の安全確保に万全を尽くすとともに、国際社会

と緊密に連携しつつ、毅然たる態度でロシアに対して制裁措置の徹底及び強化を図り、即時

無条件でのロシア軍の完全撤退と速やかな平和の実現に全力を尽くすことを強く求めるもの

です。 
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令和４年石巻市議会第１回定例会追加提出議案一覧 

 

１ 条例外議案（２件） 

（１）第７５号議案  副市長を選任するにつき同意を求めることについて 

 ＜理  由＞ 

 菅
すが

 原
わら

 秀
ひで

 幸
ゆき

 副市長の任期が本年３月３１日をもって満了となりますことから、その

後任について、慎重に選考してまいりましたが、行政経験が豊かで、人格が高潔で識見も高

く、地方自治に熱意を有する渡
わた

 邉
なべ

 伸
のぶ

 彦
ひこ

 総務部長を新たに選任いたしたく、また、１

日でも早く復興事業を完結させ、低迷する地域経済の活性化や地方創生事業の推進など様

々な行政課題に、よりスピーディーに対応するためには、副市長２名による体制強化が必

要であると判断し、その人選について慎重に選考してまいりましたが、国の公共事業予算

や地域経済に精通し、人格が高潔で識見も高く、地方自治に熱意を有する工
く

 藤
どう

  均
ひとし

 氏

を新たに選任いたしたく、地方自治法第１６２条 

の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 

 

（２）第７６号議案  教育委員会委員を任命するにつき同意を求めることについて 

＜理  由＞ 

 石巻市教育委員会委員の今
いま

 井
い

 多貴子
た き こ

 氏の任期が本年５月２３日をもって満了となり

ますことから、その後任について、慎重に選考してまいりましたが、人格が高潔で、教育、

学術及び文化に関し識見を有する大
やま

 和
と

 千
ち

 恵
え

 氏を新たに任命いたしたく、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるもので

す。 

 

 

２ 委員会提出議案、議会案（２件） 

（１）委員会提出議案第１号  石巻市議会委員会条例の一部を改正する条例 

＜改正理由＞ 

 石巻市組織条例の一部改正に伴い、石巻市議会委員会条例における常任委員会の所管の一

部を変更する必要があるため、本条例の一部を改正するものです。 

 

（２）議会案第２号  ６番黒須光男議員に対する議員辞職勧告決議 

＜内  容＞ 

黒須光男議員に対しては、これまでの議長からの再三の注意に対する反省が見られないど

ころか、議場外での高圧的な言動がエスカレートし、行政の適正な職務遂行を妨げるように

なったことから、昨年の１２月議会でやむを得ず辞職勧告決議を提出し、議長を除く全議員

の賛成により可決したばかりである。 

石巻市議会は、市民と協働し、真の地方自治を先導する議会を目指し、石巻市議会議員政

治倫理条例を制定しているが、その中で定める「議員は自ら研さんを積み、資質を高めると

（その３） 
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ともに、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、その品位の保持に努めなければならない。」

という議員の責務を歪め、「議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力

をかける行為、その他の人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。」という政治倫理

基準に反する言動は決して許されるものではない。 

市民からの負託を受けた重みを最も知っている我々議員自身が、議員辞職勧告決議を下さ

なければならなかった苦悩を理解するどころか、今定例会では副議長からの注意を受け留め

る素振りも見せず、「こんなことにもめげずに」と反発した姿勢には救いの余地もない。  

１２月の辞職勧告の反省も無く、その後も市役所内の目的以外に使用できない場所で、無断

で秩序を乱すような文書を各保育所宛に投函したとして、去る２月２４日に議長より迷惑行

為の厳重注意を受けたばかりにもかかわらずである。本来、行政を倫理観高く監視すべき役

割を担うはずの議員が、自己都合を優先して自ら規律等を無視することがあってはならな

い。 

また、石巻市議会会議規則で一般質問は「市の一般事務について、議長の許可を得て質問

することができる。」と規定されているにもかかわらず、今定例会では黒須光男議員自身が

訴訟を起こされた個人的な民事裁判の内容に関する自己弁護に終始する場面があったが、公

の議場の中で貴重な時間と税金を使って私事に質問時間を使うことは、議員としてあるまじ

き行為であり、議員として負託された市民の思いを踏みにじる行為と言っても過言ではな

い。 

このところの黒須光男議員の一般質問は自身の起こした、もしくは起こそうとしている訴

訟案件ばかりであり、自己の訴訟に利用する意図で議場での発言や議会だよりの持つ公共性

を使うことは厳に慎まなければならない。 

よって、議員辞職勧告を決議した昨年１２月時点での状況をこれ以上さらに悪化させるこ

とは市民の不利益に繋がることが明白であることから、６番黒須光男議員に対し、速やかに

議員を辞職するよう重ねて勧告するものです。 


